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Ⅰ～Ⅳ 指定基準 

基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低基準を定めたものであ 

り、事業者は常に事業の運営向上に努めなければならない。 

 

Ⅰ 訪問リハビリテーションについて 

１ 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合におい 
ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む 
ことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法 
その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るもので 
なければならない。 

 

２ みなし指定の取扱い 

健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定、介護保険法による介護老人保健施設の開設 

許可があったときは、特例として、一定の居宅サービスについて指定居宅サービス事業者・指定 

介護予防サービス事業者の指定があったとみなされる。 

ただし、もとの指定・許可が取り消された場合には、みなし指定も効力を失う。 

法律 事業者 指定の特例（介護予防を含む） 

健康保険

法 

・保険医療機関 

（病院・診療所） 

居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、 

通所リハビリテーション 

介護保険

法 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

短期入所療養介護、通所リハビリテーション、 

訪問リハビリテーション 

・事業の運営に当たっては、介護保険法等の規定を遵守する必要があります。 

・指定を不要とする旨の申出をした後に、再度指定を受けようとする場合は、通常の指定申請の 

手続きが必要となります。 

 

Ⅱ 訪問リハビリテーションの人員基準について 

  

職種名 配置要件 

 

医師 

ア 専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 

イ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院

であって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療

院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されているものに

ついては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないもので

あること。 

ウ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院

であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤

務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 

また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療

院であって、 病院又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護

医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている事

業所において指定通所リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は

当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るも

のであること。 

エ 指定訪問リハビリテーションのみなし指定を受けた介護老人保健施設

又は介護医療院においては、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院の

医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーション事業所の

医師の常勤配置に係る基準を満たしているものとみなすことができるこ

と。 

 



理学療法士、作業療法 

士、言語聴覚士 

 

適当数（１人以上）置くこと。 

 

※ 事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビリテーションを提供している

時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行っても居宅等サービスの運営

基準の人員に関する基準を満たす。 

 

 

Ⅲ 訪問リハビリテーションの運営基準について 

 

確認事項 留意点 

内容及び手続の説明及び同意 事業所の運営規程の概要、重要事項について記した文書（重要事

項説明書）を交付し、利用申込者又はその家族に対し説明を行い、

利用申込者の同意を得たうえで開始すること。 

 

＊ 重要事項説明書に記載すべき事項 

① 運営規程の概要 ②利用料 

③ 当該訪問リハビリテーション事業所に勤務する従業員の体制 

④ 事故発生時の対応 

⑤ 苦情処理の体制 

⑥ その他（秘密保持、衛生管理等） 

提供拒否の禁止 原則として、利用申込に対しては応じなければならない。特に要

介護度や所得の多寡を理由としたサービス提供の拒否は禁止。 

＊提供を拒むことのできる正当な理由とは、以下の場合が想定さ

れる。 

①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

②利用者申込の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である 

場合 

③利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な 

場合 

 

＊ 通常の事業の実施地域について 

「通常の事業の実施地域」とは、訪問リハビリテーション事業所が運営規程に定める通常サービ 

ス提供を行う地域として定めている地域を指す。 

介護支援専門員から依頼があった場合に、通常の事業の実施地域に定めているにもかかわらず正 

当な理由がなく断るのは適切でない。通常の事業の実施地域を見直す必要がある場合は、「運営規 

程」の変更として変更届を提出する。 

 

確認事項 留意点 

サービス提供困難時の対応 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪

問リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合

は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他

の訪問リハビリテーション事業者等への紹介その他必要な措置を

速やかに講じること。 

受給資格等の確認 サービスの提供が求められた場合は、被保険者証により、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するこ

と。 

心身の状況等の把握 本人や家族との面談、サービス担当者会議等を通じて把握した利用

者の心身の状況、病歴等の内容を記録として残すこと。 

居宅サービス計画に沿った 事業者は、居宅サービス計画に沿った指定訪問リハビリテーション



サービスの提供 を提供しなければならない。 

※ 居宅（介護予防）サービス計画、（介護予防）訪問リハビリテー

ション計画、提供する（介護予防）訪問リハビリテーションの内容

は整合が取れていること。 

サービス提供の記録 利用者がサービスの利用状況や、支給限度額の残高を把握できるよ

うにするため、訪問リハビリテーションの提供日、内容等を記録し

なければならない。 

※ 介護報酬算定の根拠となる実際のサービス提供時間、訪問リハ

ビリテーションに従事した職員の氏名、職種名、配置時間、利用者

の心身の状況等を明確にしておくこと。 

利用料等の受領及び 

費用の徴収に係る留意事項 

①利用者から徴収することができる利用料及び費用は以下のとお 

り。 

○利用料 

【提供したサービスが法定代理受領サービスである場合】 

介護報酬告示上の額に、各利用者の介護保険負担割合証に記載さ 

れた負担割合を乗じた額 

【法定代理受領サービス以外である場合】 

介護報酬告示上の額（10 割） 

○通常の実施地域以外で行う交通費（移動に要する実費） 

 

※ 上記以外の費用の支払を受けることはできません。 

 

②法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との間に不

合理な差額が生じないようにしなければならない。また、保険外サ

ービスについては、介護保険の訪問リハビリテーションとは明確に

区分する必要がある。 

＜利用料等の受領及び費用の徴収に係る留意事項＞ 

＊ 上記料金であっても徴収をするためには、運営規程に金額を明記し、重要事項を説明する際に 

利用者又はその家族に対して具体的に説明し、同意を得ておかなければならない。 

＊ 口座引き落としの場合にも必要。 

＊ 利用料が医療費控除の対象となる場合もあるため、医療費控除が受けられる領収書を発行する 

必要がある。 

 

◎ 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて 

介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせについては、「指定居宅サービス等及び指定介 

護予防サービス等に関する基準について」（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号）等においてすで 

にその取扱いが示されていますが、より具体的な取扱いについて、介護保険最新情報 Vol.678（「介 

護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」において示さ 

れました。詳細については、通知をご確認ください。 

 

確認事項 留意点 

訪問リハビリテーションの 

基本取扱方針 

サービス提供は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行うこと。また、事業者は自ら

その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 

訪問リハビリテーションの 

具体的取扱方針 

指定訪問リハビリテーションの方針は、下記①～⑦に掲げるところ

によること。 

① 医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥

当適切に行うこと。 

② 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハ

ビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理



解しやすいように指導又は説明を行わなければならないこと。。 

③当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

④身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

⑤常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確

な把握に努め、適切に行わなければならないこと。 

⑥利用者ごとに、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの

実施状況及びその詳細について、速やかに診療記録を作成するとと

もに、医師に報告しなければならないこと。 

⑦リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関

する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有

するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供しなければなら

ないこと。 

訪問リハビリテーション計画

の作成 

医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療

に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて、訪問リハビリテーション計画を作成しなければなら

ない。 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、下記①～

⑥に留意すること。また、訪問リハビリテーション計画の変更につい

ても、同様に①～⑥を実施すること。 
①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、当該指定訪問リハ

ビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の

状況及び希 望並びにその置かれている環境を踏まえて、当該サービ

スの目標、当該目 標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。 

②訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成さ

れているときは、当該計画等に沿って作成しなければならない。 

③医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、訪問リハビリテー

ション 計画の作成に当たっては、あらかじめ、その内容等について

利用者又はその家族に対して説明した上で利用者の同意を得なけれ

ばならない。 

④医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテー

ション を受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハ

ビリテーション 計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成した

リハビリテーション実 施計画書等により、当該利用者に係るリハビ

リテーションの情報を把握し なければならない。その際、リハビリ

テーション実施計画書以外の退院時 の情報提供に係る文書を用い

る場合においては、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内

容（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一

体的取組について」の別紙様式２－２－１の項目である「本 人・家

族等の希望」「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビ リ
テーションの短期目標」「リハビリテーションの長期目標」「リハビリ

テーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容（自主トレ指導

含む）」 「リハビリテーション実施上の留意点」「リハビリテーショ

ンの見直し・継 続理由」「リハビリテーション終了目安」）が含まれ

ていなければならない。 ただし、当該医療機関からリハビリテーシ

ョン実施計画書等が提供されない場合においては、当該医療機関の

名称及び提供を依頼した日付を記録に残すこと。 

 

⑤医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハ



ビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーショ

ン計画を利用 者に交付しなければならない。 

⑥指定訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーショ

ン事業者 の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開

催等を通じて、 利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境に関する情報 を構成員と共有し、指定訪問リハビリテーシ

ョン及び指定訪問リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえ

たリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた訪問リハ

ビリテーション計画を作成した場合においては、通所リハビリテー

ション計画作成の基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーシ

ョン計画作成の基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

＜訪問リハビリテーションの具体的取扱方針と訪問リハビリテーション計画作成の留意事項＞ 

 
〇利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、

主治医との密接な連携のもとに訪問リハビリテーション計画に沿って行うこと。 

〇サービス提供にあたり、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテ

ーション計画の修正を行うとともに改善を図る等に努めること。 

〇サービス提供にあたり、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体

的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべき点及び療養上必要な目標等、療養

上必要な事項について利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うこと。 

〇サービス提供を行った際は、速やかにサービスを実施した利用者名、実施日時、実施したサービスの要

点及び担当者名を記載すること。 

〇 訪問リハビリテーション計画は、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成する

こととしたもので、利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーショ

ンの実施上の留意点、リハビリテーションの終了の目安・時期等を記載すること。記載内 容について

は、別途通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組 について」の

様式例及び記載方法を参照すること。また、訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価

し、必要に応じて当該計画を見直していること。  
※なお、様式は標準例であり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもの

で差し支えない。 

〇指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている患

者であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の医師

から情報の提供を受けて、当該情報を根拠に訪問リハビリテーション計画を作成しても差し支えない。 

〇訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問リハビリテ

ーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更すること。医師又は

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該

訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

〇サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業療法 士、

又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用

者の同意を得ること。 

〇訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者及びその家族に理解しやすい方法で説

明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うこと。 

〇居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問リハビリテーション事業者については、

当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問リハビリテーション 計画の

提供の求めがあった際には、当該訪問リハビリテーション計画を提供することに協力するよう努める

こと。（介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問

リハビリテーション計画その他の介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び

運営の基準に関する条例等に定められた計画の提出を求めなければならないことが規定されている。） 

〇当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえたうえで、共通目標を設定すること。 また、



その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとして提供で

きるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容等を１つの計画として分

かりやすく記載するよう留意すること。 

〇リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当

者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等と

すること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。なお、利用者の

家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事

情がある場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

〇訪問リハビリテーション事業者が、通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビ

リテーション会議の開催等を通じて、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標並

びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性の取れた訪問リハビリテーショ

ン計画を作成した場合については、通所リハビリテーション計画に係る基準を満たすことによって、訪

問リハビリテーション計画に係る基準を満たしているとみなすことができる。  
※当該計画の作成に当たっては、共通目標を設定すること。また、訪問リハビリテーション及び通 所
リハビリテーションにおいて整合性の取れた計画に従い実施した場合には、診療記録を一括して管理

しても差し支えない。  
 

 

確認事項 留意点 

介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサ 
イクルの推進について 

・指定居宅サービスの提供に当たっては、介護保険等関連

情報等を活用し、 事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・

推進することにより、提供するサービスの質の向上に努め

なければならないこととしたものである。 
・この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ：Long-term care Information system For Evidence）」
に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用

することが望ましい。 

管理者等の責務 ・管理者は従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

業務継続計画の策定 

※R6.4.1 から義務化 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指

定訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するた

め及び非常時の体制で早期の業務再開を図るために業務

継続計画を策定し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

に対し当該計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

・各項目の記載内容については、「介護施設・事業所にお

ける新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド

ライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時

の業務継続ガイドライン」を参照すること。 

・業務継続計画については定期的に見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

・さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及び

まん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並び

に非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対

応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定

することとして差し支えない。 

 

 

 

○感染症に係る業務継続計画 



ａ 平時からの備え 

（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、 

備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立 

（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との 

情報共有等） 

○災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道 

等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の 

備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

・研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具

体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必

要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとす

る。職員教育を組織的に浸透させていくために定期的（年

１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別

に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容

についても記録すること。 

・訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が

発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計

画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が

発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以

上）に実施するものとする。実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら

実施することが適切である。 

衛生管理等 

※R6.4.1 から義務化 

感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置に

ついては、具体的には以下の取扱いとすること。 

・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応

じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、

感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催

する必要がある。この際、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定す

る。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の

整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防

策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡

大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係

課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定され

る。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関

係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要で

ある。それぞれの項目の記載内容の例については、「介護

現場における感染対策の手引き」を参照すること。 

 

・感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 



当該研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に

基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うも

のとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、

当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催するとと

もに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ま

しい。また、研修の実施内容についても記録することが必

要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の

職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用す

るなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業

所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、

発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期

的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練において

は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時

の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役

割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを

実施するものとする。訓練の実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら

実施することが適切である。 

虐待の防止 

※R6.4.1 から義務化 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見

に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広

い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明

確にするとともに、定期的に開催することが必要である。

また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用するこ

とが望ましい。 

虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、

複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性

質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限ら

れず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要であ

る。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項に

ついて検討することとする。その際、そこで得た結果（事

業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す 

ること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制 

整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村へ 

の通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関 

すること 

へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析か 

ら得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果につ 

いての評価に関すること 



 

② 虐待の防止のための指針 

「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛

り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す 

る事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方 

針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する 

事項 

へ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容として

は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するものであるとともに、指針に基づき、虐待の

防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業

者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研

修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必

ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要で

ある。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当

者 

虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げ

る措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが

必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の

責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

地域との連携等 ・指定訪問リハビリテーション事業者は、その事業の運営

にあたっては、提供した指定訪問リハビリテーションに関

する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が

相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業

所協力するよう努めなければならない。 

・指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビ

リテーション事業所の所在する建物と同一の建物に居住

する利用者に対して指定訪問リハビリテーションを提供

する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対し

ても指定訪問リハビリテーションの提供を行うよう努め

なければならない。 

運営規程 指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。 

・事業の目的及び運営の方針 

・従業者の職種、員数及び職務の内容 



・営業日及び営業時間 

・指定訪問リハビリテーションの内容及び利用料 

その他の費用の額 

・通常の事業の実施地域 

・虐待防止のための措置に関する事項 

（令和６年４月１日から義務化） 

・サービス利用に当たっての留意事項 

 

勤務体制の確保等 ①利用者に対し適切な指定訪問リハビリテーションを提

供することができるよう、指定訪問リハビリテーション事

業所ごとに、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

②指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士によって指定訪問リハビリテーシ

ョンを提供しなければならない。 

③理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

④指定訪問リハビリテーション事業者は、適切な指定訪問

リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より訪問リハビリテーション従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じなければならない。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が 

職場における性的な言動に起因する問題に関して雇 

用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 

 年厚生労働省告示第 615 号）及び事業主が職場に 

おける優越的な関係を背景とした言動に起因する問 

題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指 

針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワー 

ハラスメント指針」という。）において規定されてい 

るとおりであるが、特に留意されたい内容は以下の 

とおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけ

るハラスメントを行ってはならない旨の方針を明

確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談(苦情を含む。以下同じ)に応じ、適切に対応 

するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること 

等により、相談への対応のための窓口をあらかじ 

め定め、労働者に周知すること。なお、パワーハ 

ラスメント防止のための事業主の方針の明確化 

等の措置義務については、女性の職業生活におけ 

る活躍の推進に関する法律等の一部を改正する 

法律（令和元年法律第 24 号）附則第３条の規定 

により読み替えられた労働施策の総合的な推進 

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実 

等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中



小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業と

する事業主については資本金が 5000 万円以下又は常

時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和

４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力

義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点

から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの 

著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止 

のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うこと  

が望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対

応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮の

ための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為

者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止の

ための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・

業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護

現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマ

ーハラスメントの防止が求められていることから、イ

（事業者が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置

を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメ

ント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修の

ための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ま

しい。この際、上記マニュアルや手引きについては、

以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので

参考にすること。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基 

金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事 

業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業 

を実施している場合、事業主が行う各種研修の費用等 

について助成等を行っていることから、事業主はこれ 

からの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント 

対策を推進することが望ましい。 

 

＜勤務表作成上の留意事項＞ 

＊ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、

専従の別、職員配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

＊ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士とは、雇用契約、そ

の他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある者を指す。 
＊ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、労働 

者派遣法に規定する派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除く。）ではないものとする。 

 

 

確認事項 留意点 

事故発生時の対応 ①利用者へのサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当

該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講ずること。 

②事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

③利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合 

は、損害賠償を速やかに行うこと。 

記録の整備・保存 ・訪問リハビリテーション事業所は、次の記録を整備しておかなけれ



ばならない。 

①従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録  
②利用者に対する訪問リハビリテーションの提供に関する記録  
・訪問リハビリテーション計画 

・提供した具体的なサービスの内容等の記録（診療記録及びリハビリ

テーション会議の記録を含む） 

・利用者に関する市町村への通知に係る記録 

・利用者からの苦情の内容等の記録 

・事故の状況及び事故に際して採った措置の記録 

 
＊ 上記の記録は、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

 

 

※ 『その完結の日』とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、 

利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

※和歌山県では、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例」において、５年間の保存が義務付けられています。 

 

〇 委員の設置 
（人権擁護委員） 

人権擁護推進員は、施設の職員である者のうちから管理者が任命し、以下の業務に取り組む。  

（１）職員の人権に対する正しい理解についての適切な指導及び相談支援  

（２）人権擁護に関する研修計画の作成及び当該計画に基づく研修の実施 

（３）職員の人権擁護に関する知識、技術の修得 

   ※人権擁護に関する研修は、1 年に 1 回以上実施するものとする。ただし、天災により実施する

ことができない等やむを得ない理由がある場合を除く。 

（災害対策推進員） 

災害対策推進員は、施設の職員である者のうちから管理者が任命し、以下の業務に取り組む。 

（１）非常災害対策に関する知識の取得、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の整備並び

にそれらの職員に対する周知徹底  

（２）非常災害に関する具体的計画（以下「防災計画」という。）の策定  

（３）防災計画に基づく、避難、救出その他必要な訓練の計画及び訓練の実施  

（４）前号の訓練の結果等を踏まえた防災計画の点検及び必要に応じて計画の見直し 

（５）災害発生時に必要な備品や備蓄等の点検及び確保  

（衛生管理推進員） 

衛生管理推進員は、施設の職員である者のうちから管理者が任命し、以下の業務に取り組む。 

（１）施設において使用する設備等の衛生的な管理、衛生上必要な措置並びに医薬品及び医療機器

の適正な管理 

（２）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び職員に対する周知徹底  

（３）施設内の衛生管理や感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の実施 

 

※指定居宅サービスの一の事業所において、併せて指定を受けている指定介護予防サービス事業

所については、主となる施設等において人権擁護推進員、災害対策推進員及び衛生管理推進員を

配置していれば、他の施設等においても配置されているものとみなす。 

〇和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成 24年和歌山県条例第 65 号） 

〇和歌山県老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例実施要綱 

（平成 25年 4月 1 日） 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


